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〔午後１時開会〕 

◎会長【村尾公一君】  出席予定委員が全員おそろいでございますので、ただいまから会議を

開かせていただきます。本日は、ご多用の中お運びいただき、まことにありがとうございます。 

 本日の審議会には、議席番号第１０番篠沢健太委員から、事前に欠席の届けが出ております。 

 委員定数１８名のうち過半数の委員が出席されておりますので、これから第１６５回八王子

市都市計画審議会を開かせていただきます。 

 審議会委員に変更がありましたので、事務局から紹介いたします。 

◎都市総務課長【原清君】  それでは、新たに就任されました委員の方々をご紹介いたします。

お手元の名簿に従い、お名前を読み上げますので、恐れ入りますが、その場でお立ち願いたい

と存じます。 

 まずは、市民委員の任期満了に伴いまして、平成２８年７月１日付で市民委員に就任されま

した議席番号第２番立花探委員でございます。 

◎第２番【立花探君】  よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  続きまして、警察署の人事異動に伴いまして、平成２８年９月２

９日付で委員に就任されました議席番号第１２番八王子警察署長山口紀浩委員でございます。 

◎第１２番【山口紀浩君】  よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  ご紹介は以上でございます。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、本日の審議に当たり、配付資料について、事務局から説明

願います。 

〔事務局配付資料説明〕 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、次第に従いまして進行いたします。 

 あらかじめ、議事録の署名委員を指名いたします。署名委員は、議席番号順に指名しており

ます。本日の署名委員には、第２番立花探委員と第３番角田誠委員にお願いいたします。 

 なお、作成いたしました議事録は、ホームページ及び図書館等で公開していきますので、ご

承知おきください。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、これより議題に入ります。 

 本日、審議会に諮問されております案件は、諮問第１２号の１件でございます。諮問案件に

ついて説明を行った後、委員の皆様に十分なご議論をしていただき、表決を求める順序で審議

を進めたいと思います。 

 それでは、諮問第１２号を議題といたします。 

 事務局から案件を朗読させます。 
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〔事務局案件朗読〕 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、市側から説明願います。田中都市計画部長。 

◎都市計画部長【田中正雄君】  それでは、諮問第１２号、八王子都市計画生産緑地地区の変

更についてご説明いたします。本案件は八王子市決定でございます。 

 生産緑地の都市計画変更は、年１回、追加及び削除を行う案件をまとめ、毎年、この時期の

都市計画審議会に付議し、都市計画の手続を進めております。 

 本案件の資料ですが、都市計画決定図書をまとめましたＡ４判の諮問第１２号資料とＡ３判

の諮問第１２号参考資料でございます。 

 まず、諮問第１２号資料の内容についてですが、２ページ目をお開きください。 

 上段の表第１は、今回、変更を行う都市計画の種類と面積についてでございます。種類は生

産緑地地区、面積は約２３８.７９ヘクタールとなっております。 

 その下に、削除のみを行う地区についての変更内容を記載してございます。表の左側から順

に、地区番号、地区名、位置、削除面積及び備考欄となっており、上から下に向かって、地区

番号順に整理しております。 

 続きまして、３ページ目をごらんください。追加のみを行う地区について、変更内容を記載

してございます。表の構成は、先ほどの削除のみを行う地区と同様でございます。 

 続きまして、４ページにつきましては、変更前及び変更後の新旧対照の一覧を記載してござ

います。表の左側から順に、地区番号、変更前の面積、位置、変更内訳、変更後の面積、摘要

欄の順に記載しており、こちらも先ほどと同様に、地区番号順に整理してございます。 

 ５ページ目には、今回の変更概要として、変更前と変更後の地区数及び面積を記載しており

ます。 

 続きまして、６ページ目以降は、今回の変更となる地区についての計画図でございます。 

 次に、Ａ３判諮問第１２号参考資料でございますが、表面にはＡ４判の諮問第１２号資料の

２ページ、３ページ及び５ページの内容をまとめており、裏面には変更箇所の位置図を記載し

ております。 

 それでは、今回の変更概要からご説明させていただきます。お手元のＡ３判の諮問第１２号

参考資料をごらんください。 

 左上の変更概要でございます。現在、１,０８６件、面積約２４２.５ヘクタールとしている

ものを、今回の変更により、１,０７２件、面積約２３８.７９ヘクタールとするものでござい

ます。生産緑地地区の指定は平成４年度より実施しており、その後は、一定の要件のもと、他

の都市計画と整合を図りつつ、削除及び追加を行ってまいりました。 

 生産緑地の削除につきましては、公共事業の施設用地への転用が行われた場合や、農業等の

主たる従事者の死亡または故障に伴い、営農が困難になった場合について行っております。 

 追加につきましては、指定に関する要綱を定め、要件を満たした農地について、公害又は災
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害防止の観点から特に効果が期待できるものとして、追加指定を行っております。 

 なお、指定の要件につきましては、右下の４番に八王子市生産緑地地区指定要綱から抜粋し

たものを記載しておりますので、ご確認ください。また、土地区画整理事業地内の既存の生産

緑地地区で整形化が図られ、仮換地指定により位置及び面積の変更が生じたものにつきまして

も、削除及び追加を行っております。 

 それでは、今回の都市計画の変更につきましてご説明いたします。 

 参考資料の２、削除のみを行う位置及び区域についてでございます。今回、削除の対象とな

る地区は３６件、面積は４３,５７０平方メートルでございます。削除の形態としましては、

地区の全部を削除するものが１８件、地区の一部を削除するものが１８件となっております。

削除の理由の内訳につきましては、重複するものもございますが、５件が公共事業により公共

施設等に転用されたもの、２０件が農業等の主たる従事者の死亡、１０件が故障により営農が

困難になり行為制限が解除されたもの、３件が区画整理事業で整形化を図ることとなったため、

削除となっております。 

 続きまして、参考資料の３番、追加のみを行う位置及び区域についてですが、今回、追加の

対象となる地区は７件、面積は約５,８６０平方メートルとなります。追加の理由の内訳につ

きましては、５件が八王子市生産緑地地区指定要綱の指定要件等を満たすもの、残り２件が区

画整理事業で既存の生産緑地地区の整形化が図られたため追加することとなったものでござい

ます。 

 以上、変更を行う地区について、具体的に例を挙げてご説明いたします。それでは、Ａ４判

の諮問第１２号資料に戻っていただきたいと思います。 

 まず、インデックス１番をお開きください。１５ページでございます。図面右上に凡例がご

ざいます。これ以降、この凡例を参考にごらんください。 

 では、変更箇所についてご説明いたします。こちらは公共施設の設置による削除でございま

す。図面左側の地区番号４７５番でございますが、こちらは石川町地内にあり、削除するのは

黒く塗られた部分で、地区の一部である約４７０平方メートルを削除するものでございます。

削除の理由といたしましては、八王子都市計画道路３・４・２８号石川宇津木線の整備による

ものでございます。 

 次に、営農困難による削除の例でございます。資料のインデックス２番をお開きください。

２６ページです。図面の中央の地区番号１２４６番でございますが、こちらは上柚木地内にあ

り、変更する区域は黒く塗られた部分で、地区の全部である約５００平方メートルを削除する

ものでございます。削除の理由といたしましては、主たる従事者の死亡により、この生産緑地

地区の買い取り申し出がありましたが、買い取りを希望する地方公共団体等がなく、生産緑地

法第１４条の規定により、営農以外の使用をする行為の制限が解除されたものとなります。 

 次に、追加指定による例でございます。インデックス３番をごらんください。１６ページで
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ございます。図面の中央、地区番号５７０番でございますが、こちらは西寺方町地内にあり、

ピンク色に塗られた部分を公害又は災害の防止の観点から特に効果が期待できるものとして、

面積約５２０平方メートルを追加するものでございます。 

 続きまして、区画整理による削除及び追加の例になっております。インデックス４番をお開

きください。１３ページです。図面中央の地区番号４２５番と４４７番でございますが、こち

らは尾崎町と宇津木町地内に位置しております。今回、宇津木土地区画整理事業の仮換地指定

により位置及び面積が変更となったため、地区の一部である黒く塗られた区域を削除し、イン

デックス５番、１４ページでございますが、中央、右のほうにございます地区番号１４４０番

のピンク色に塗られた部分を新たに追加するものでございます。 

 今回変更いたします代表的な地区の説明は以上でございます。なお、この変更について、９

月２０日より２週間、都市計画法第１７条に基づく公告、縦覧を行いましたが、意見書の提出

はございませんでした。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  以上で説明は終わりました。 

 それでは、審議を始めます。なお、限られた時間の中で、できるだけ多くの委員の方々から

ご発言をいただきたいと思いますので、ご協力願います。また、発言の際のお願いでございま

すが、録音をしている関係もありますので、発言のある方は、まず挙手をしていただき、私が

お名前をお呼びいたしましたら、ご起立の上、マイクに向かって、ご発言をお願いしたいと思

います。 

 では、委員のご発言を求めます。西本委員。 

◎第１１番【西本和也君】  ただいまご説明いただきました生産緑地地区の変更ということで、

参考資料の１番の変更概要でございますが、変更前の面積は２４２.５０ヘクタール、また、

変更後につきましては２３８.７９ヘクタールということで、今回、３.７１ヘクタールの減

少となっているところでございます。まず、過去５年間、毎年どのぐらいのペースで減って

いるのか、お聞かせください。また、今回、死亡や故障で削除された農地は、その後どのよ

うな土地利用をされているのか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  竹内都市計画課長。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  まず１点目の過去５年間ではということですが、平成２３年

度は約２.７ヘクタール、平成２４年度が約２.４ヘクタール、平成２５年度が約３.３ヘクタ

ール、平成２６年度が約２.７ヘクタール、平成２７年度が約２.４ヘクタール減少しておりま

す。それと、死亡や故障で削除された農地はどうなっているのかということですが、今月、１

０月ですけれども、この地区の現地調査を行ったところ、まだ農地のままのところが１４カ所、

宅地となっているところが１３カ所、駐車場となっているところが２カ所となっております。 

◎第１１番【西本和也君】  今ご説明いただきまして、毎年３ヘクタール前後が減っている
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ということでございます。富士森公園野球場、ダイワハウススタジアム八王子に名前が変わり

ましたが、大体あの大きさが約３ヘクタールでございますので、毎年そのぐらいの広さが減っ

ていっているというご説明でございます。 

 八王子ビジョン２０２２の４２番目で示されている地域資源を活用する産業の振興というと

ころを開きますと、「地域資源の新たな魅力を活かすことで観光産業・農業・林業の振興がは

かられています。また、農業の担い手の育成や農地の有効活用により、都市型農業が確立して

います。そして、八王子ブランドの創出により、まちの魅力が高まっています。」、これが目

指す姿として示されているところであり、一方で、現状、また課題などについては、「市は２

７億円を超える都下随一の農業生産高を誇っていますが、耕地面積は年々減少し、また、農家

は後継者不足や獣害被害などの問題を抱えています。」、こういったことが記されているとこ

ろでございます。 

 ここで深く議論するつもりはないんですけれども、やはり、都市型農業を推奨する本市とい

たしましては、農地が減っていくということに対してしっかりと歯どめをかけていく、今後、

そういった手続をやっていく必要があるのではないかと申し上げたいところでございます。 

 そこで、生産緑地地区の減少を抑えるような対策について、市はどのようなお考えがあるの

か、お聞かせいただきたいと思います。また、ただいまの回答で、死亡や故障で削除された農

地のうち、１４カ所が農地のままということでございますけれども、今後、この土地に後継者

があらわれて、農業を継続していきたいと考えたときに、再び生産緑地地区に指定することが

できるのか、お聞かせください。他市、例えば国分寺市、また立川市などでは再指定をしてい

る事例があると聞いておりますけれども、本市ではどのようになっているのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  今、事例として、国分寺市、立川市でというお話がございま

した。私どもも、生産緑地地区の再指定の事例として認識しております。現在、八王子市生産

緑地地区指定要綱に基づき生産緑地地区の指定をしておりますが、第５条指定しない農地等の

一つに、「過去に生産緑地地区の指定を受けた農地等であって、法第１０条の規定に基づく買

取りの申出がされ、同法第１４条の規定により行為の制限が解除されたもの」という規定があ

ることから、生産緑地を１回解除されてしまった農地につきましては、もし後継者ができたと

しても、現状では再度指定することができないような要綱になってございます。毎年３ヘクタ

ール前後、今回３.７ヘクタールと昨年よりも多いんですけれども、年々面積が減少しており

ます。そういった中で、農業従事者の方から、再指定についてご意見・ご要望をいただいてお

ります。それから、委員が言われるように、毎年減少しているという現状を踏まえ、今後、生

産緑地の再指定について、他市の事例等を参照しながら、本市としても、要綱の見直しを含め

まして、検討を進めていきたいと思っております。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますか。佐藤委員。 
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◎第１５番【佐藤梓君】  今回の諮問案件で、まず、資料の２ページ、３ページについてお伺

いします。今、他の審議委員の方からもちょうどお話があったところですけれども、過去５年

間の推移のご答弁がありましたが、やはり毎年３ヘクタール前後減少しているということで、

今回３.７１ヘクタールで、随分増えているなと思ったわけです。 

 そこで、資料の２ページの下段の理由のところを見ますと、公共施設等の用地または買い取

り申し出に伴う行為制限の解除によりということがあるんですが、別資料でいただいているＡ

３判の変更箇所一覧を見ますと、詳細な削除理由が書かれています。３６件の削除のうち２９

件が営農困難となっておりまして、やはり、営農困難という事由に注目して議論していかなけ

ればならないところかなと思っております。 

 私も、この場で政策的なことを長々と質問させていただくつもりはないんですけれども、ま

ず、諮問資料の２ページの下段の理由のところを読んだときに、買い取り申し出というところ

に営農困難が含まれてくるのかなとは思うんですが、ここの理由の書き方をもう少し工夫して

いただいたほうが、実態がよりよくわかるかなと思うんですが、その点についてはいかがでし

ょうか。 

◎会長【村尾公一君】  竹内都市計画課長。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  今お話にあったとおり、理由の買い取り申し出に伴う行為制

限の解除という中に、死亡、故障といわれる営農困難が入っております。確かに、参考資料で

はそういった言葉が出てきていて、本編には出てきていないということで、今後、例えば括弧

書きで入れるような工夫、検討をしたいと思います。 

◎第１５番【佐藤梓君】  ぜひ、工夫をしていっていただきたいと思います。 

 また、今回の削除面積、それから追加の面積と総合して、全体で３.７１ヘクタール減とい

う結果になっているわけですけれども、今回これぐらいの変更がなされますということだけで、

果たしてそれが大きいものなのか、あるいは平常といいますか、これまでとあまり変わってい

ないものなのかということで判断が難しくなってきますので、参考までに、過去５年間ですと

か、あるいは３年ぐらいでも構いませんので、そういったところも参考資料につけ加えていた

だけたらと思いますので要望いたします。 

 こちらに関しては、もし、ここで面積の変更を承認するのであれば、例年減っていってしま

うのをどうしたら食いとめられるかというところに着目しなければならないと思います。昨年、

市街化区域でも体験農園のような制度をやっていったらどうかということを少しお聞きしたわ

けですが、例えば、市街化調整区域では既に体験農園の制度をやっておられるんですけれども、

生産緑地が減っていってしまう、死亡ですとか、要は高齢化で、次の担い手、耕し手、従事者

がいなくなるということだと思うんですけど、それを少しでも食いとめるために、この１年ど

ういうことをやってこられたのかということを、産業振興部農林課もいらしていますので、参

考までにお聞かせいただければと思います。 
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◎会長【村尾公一君】  鈴木農林課長。 

◎農林課長【鈴木秀吾君】  生産緑地の農地の保全ですが、平成２７年１０月１４日にもお話

ししましたとおり、東京都内の３９の自治体が国家戦略特区という考え方で東京都に申請いた

しました。本日も確認したところですが、引き続き、東京都の産業労働局農業振興課で申請は

行っているということで、国からまだ回答は来ていないということです。実際に２９年度の税

制改正に盛り込むこととか、現在、国土交通省と農林水産省で、実際に、生産緑地の貸し借り、

または面積要件の緩和、屋敷林の納税猶予の適用拡大、そこの部分に関しては、まだ国から回

答がないと聞いております。また、都市農業振興基本法というものができまして、都市農業振

興基本計画を東京都の農業振興プランに反映するということで、今、東京都では策定の準備を

進めており、私どももそちらを受け取りながら、今後、農業振興につなげていきたいと考えて

おります。 

◎第１５番【佐藤梓君】  今、参考までにということでご紹介いただいたんですけれども、先

ほど他の委員の質問で、一旦、指定が解除されてしまった生産緑地の再指定はできるのかとい

うことで、他市では事例があるということだったんですが、先ほどの都市計画課のお話ですと、

現状、再指定ができないような要綱になっているということでしたので、やはり、１回削除し

てしまうと、そこをもう一度ということは難しそうだなと、今そういった印象を受けましたの

で、できれば削除されないような、営農困難になっていったところをどのように継続させてい

くかというところが課題であるかなと思います。 

 最後にしたいと思いますけれども、都市計画審議会にはさまざまな有識者の皆さんがおられ

るので、都市農業を推進していく本市として、ぜひ、皆さんで課題として共有していきたいと

ころかなと思いますので、今後、生産緑地の貸し借りが可能になってくるかどうかはまだ見え

ていないところだとは思うんですけれども、将来、もし貸し借りができるようになった場合に、

今の時点から市街化区域の生産緑地の中でも体験農園のようなことをやっていけば、担い手を

スムーズにつなげていけるようなマッチングなんかもできるんじゃないかと思います。そこは

ぜひ検討して進めていっていただければと思いますので、課題として共有させていただければ

と思います。 

 最後に、都市計画課のほうにもう少し戻りたいんですけれども、今、農林課さんからも、こ

の１年間の取り組みですとか、今後の見通しもお示しがあったんですけれども、面積そのもの

のことだけではなくて、今後の都市計画上の取り組みとしまして、どのような点で営農困難し

ているような事由に対処していかれるかということがありましたら、お考えをお聞かせくださ

い。 

◎会長【村尾公一君】  竹内都市計画課長。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  都市計画上のというお話ですが、営農困難というのは死亡、

故障ですので、都市計画で云々ではないのかなと。ただ、先ほど委員にもお答えしましたけれ
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ども、確かに、本市では再指定はできないようになっているんですが、国分寺市と立川市に再

指定という事例がありますので、ヒアリングをしながら、前向きに検討していきたいと考えて

おります。 

◎第１５番【佐藤梓君】  特にここは課題の共通認識を持っていただいて、再指定のことも前

向きに検討していってくださるということですが、これ以上、生産緑地が失われていくことが

ないように、来年のこの時期、同じように、やはり減ってしまいましたということがないよう

にと願っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますか。山越委員。 

◎第９番【山越拓児君】  ただいま他の委員からの質疑で、一旦、制限解除した生産緑地の再

指定について、要綱の見直しを前向きに検討していくという答弁がありました。ぜひ、それを

進めていただきたいと思いますが、先ほどのご答弁の中で、調査をかけた上で、現状がそのま

ま農地になっているところ、宅地になっているところ、駐車場になっているところという報告

がありましたが、それは今回の諮問案件になっている場所についての報告ということでよろし

いですか。つまり、過去に生産緑地の指定が解除されたところはもっとたくさんあるはずなの

で、その意味では、一般的に、営農困難で制限解除になった生産緑地は、大抵の場合は宅地化

されていくのかなと思っているんです。その点はどのような状況でしょうか、改めてお聞かせ

ください。 

◎会長【村尾公一君】  竹内都市計画課長。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  失礼しました。先ほどお答えいたしましたのは、今年度、３

６カ所削除された部分の件数となっております。 

◎第９番【山越拓児君】  制限解除された場合の生産緑地に対する課税というのは前と後とで

どうなるか、念のため、お知らせいただきたいと思います。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  市街化区域内で生産緑地が解除されたところは、例えば、ま

だ１４カ所、農地として残っているというお話をさせていただきましたけれども、約というお

話をさせていただきたいんですが、固定資産税につきましては、通常、市街化区域内農地であ

りますと、１平米当たり２５０円程度の固定資産税がかかる。それが生産緑地という指定を受

けておりますと、路線価等々によって違いますけれども、約１円になると聞いております。 

◎第９番【山越拓児君】  そうすると、農地として、生産緑地であれば固定資産税が平米単価

１円ぐらいなのに、解消すると２５０円になるということは、営農もしないで、それだけ固定

資産税を払っていくのは、持っている人にとっては大変ですよね。当然、ほっておけば宅地化

されてしまうので、生産緑地の再指定の道を残すには、一時期は営農困難で荒れた状態になっ

ていても、将来的にそこで耕作したいという可能性がある場合、課税上の問題を何とかしなき

ゃいけないんじゃないかという角度はあると思うんですね。それで、農地バンク制度は市街化

調整区域の農地について適用になるようですので、市街化区域の場合は、市民農園などでも活
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用しながら、次に農業に従事する方が出ないかお待ちするような、そんなイメージも一つある

んですけれども、その点はいかがでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  鈴木農林課長。 

◎農林課長【鈴木秀吾君】  市街化区域内の農地に関しましては、今、委員がおっしゃられた

とおり、死亡等により相続が発生したときに、農業委員会にご相談をいただきまして、体験農

園ですとか、まず、農地としての活用のお話をさせていただいております。市街化区域内の農

地は届け出で農地転用ができてしまうものですから、それからの土地の活用に関しましては、

農地を残すという方向で土地所有者とお話をさせていただいており、引き続き農地を農地とし

て使っていただきたいということで、お話だけはさせていただいております。 

◎第９番【山越拓児君】  そうすると、農林課としても、お話はさせていただくんだけれども、

現実にはなかなか、特に死亡による相続が発生した場合などは難しいという現実なのかなと思

いますけれども、引き続き、そこは努力していただきたいなと思います。 

 それから、ちょっと細かい点ですけれども、削除については、誰もが賛同ということではな

く、やむなくということだと思いますが、今回、追加になっている大きい図面のついたもの、

１６ページの西寺方町地内と３０ページの石川町地内について、これは区画整理でもなければ、

農地の端のほうを面積調整したというような感じではない、一定のまとまった面積の追加とい

うことで、先ほど、防災に効果があるというご説明もありましたけれども、これらの追加の案

件について、もう少し立ち入って、経過をご説明いただければと思います。 

◎会長【村尾公一君】  竹内都市計画課長。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  経過といいますか、毎年５月に追加指定を受け付けておるん

ですが、そこで、所有者の方から、ここを生産緑地としてやっていきたいという申請がござい

ましたので、指定要件に合致しているかどうかを確認して指定しているということでございま

す。 

◎第９番【山越拓児君】  そうすると、都市計画課のほうでは、営農の意欲とか、連たんした

場所を生産緑地として追加したいということの背景まではなかなか掴んでいないようですけど、

農林課で、その点何かご存じのことがありましたら、農業委員会での報告等も踏まえて、ご説

明いただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  鈴木農林課長。 

◎農林課長【鈴木秀吾君】  農業委員会の情報によりますと、土地所有者が相続をして追加の

指定をご希望される、または土地を所有していたんですが、そこの部分に関して生産緑地の指

定をしていなかった。そこで、土地所有者の希望により、追加の指定ということでこちらの案

件に出てくるというものではと聞いております。 

◎第９番【山越拓児君】  逆にいうと、今まで生産緑地として指定されていない土地でも、こ

のように条件が合えば追加されることがあるということで、そこは一つ、希望とまでは言わな
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いにしても、よくなることかなと思います。 

 もう一方、公共事業に関するところでお伺いしたいんですが、大きい図面の１７ページ、連

番でいうと２０番になります。まず、資料では西寺方町地内となっているんですが、地図を見

ますと、どうも西寺方町地内ではなく、弐分方町地内ではないかと思うんですけれども、一覧

表は全て西寺方町地内になっておりますが、これはどういうことでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  竹内都市計画課長。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  確認させてください。 

◎第９番【山越拓児君】  では、それは後で確認していただくとして、これはインデックスが

ついていなかったので特に説明はなかったのですが、つまり、都市計画道路の線の上にはない

ので、ここで解除の理由が公共事業になっているのはなぜかということがお尋ねしたい本質で

す。 

◎都市計画課長【竹内勝弘君】  こちらはまちの広場ということで、都市計画決定している公

園等々ではないんですが、公共的なものとして使われることになっております。 

 先ほどご指摘がありました西寺方町ではないのではないかというお話ですが、諮問資料の２

ページ、地区番号６０１についてご指摘いただいております。地区名が弐分方町、位置が西寺

方町地内となっておりますが、位置が西寺方町地内ではなく弐分方町地内でございます。訂正

をさせていただきます。申し訳ございません。 

◎第９番【山越拓児君】  ぜひ、こういうケアレスミスがないようにということと、それから、

典型的な例だけではなくて、公共事業の場合は、どのようなということをきちんと説明する資

料もつけていただくことを要望して終わります。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますでしょうか。 

 ほかに発言もないようですので、ただいまの案件について、お諮りいたします。 

 表決の方法は、審議会運営基準第２１の規定によりまして挙手といたします。 

 諮問第１２号、八王子都市計画生産緑地地区の変更について、原案を適当なものと認める方

の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

◎会長【村尾公一君】  挙手全員であります。よって、本案件につきましては、原案を適当な

ものと認める答申をすることに決定いたします。 

 以上で本日の審議は終了いたしました。 

 これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。 

 

〔午後１時３９分閉会〕 

 

 

 


